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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリウレタンエラストマー用のポリエステルポリオールであって、カルボン酸成分として
、コハク酸を用い、アルコール成分として数平均分子量４００以下のモノ又はポリオキシ
アルキレングリコールを用いて、ヒマシ油と共にこれらを脱水縮合させて得られるポリエ
ステルポリオールにおいて、当該ポリエステルポリオールの水酸基価が２０～２００ｍｇ
ＫＯＨ／ｇであり、ヒマシ油の使用量が得られるポリエステルポリオールに対して１０～
６０重量％であることを特徴とするポリエステルポリオール。
【請求項２】
　数平均分子量４００以下のモノ又はポリオキシアルキレングリコールが、ジエチレング
リコール及び／又はトリエチレングリコールであることを特徴とする請求項１に記載のポ
リエステルポリオール。
【請求項３】
　少なくともポリイソシアネート、ポリオール及び架橋剤を反応させて得られるポリウレ
タンエラストマーであって、ポリオールの少なくとも一部として請求項１又は２に記載の
ポリエステルポリオールを用いることを特徴とするポリウレタンエラストマー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はポリエステルポリオール及びポリウレタンエラストマーに関する。詳しくは、
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耐溶剤性と耐水性に優れたポリウレタンエラストマーの原料として有用な特定のポリエス
テルポリオール及び当該ポリエステルポリオールを用いたポリウレタンエラストマーに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ポリウレタンエラストマーはポリオールとポリイソシアネートを架橋剤と共に反応して
得られる材料であり、機械的強度、耐摩耗性、低温特性等に優れるとともに、幅広い硬度
や弾性が得られることから、防水材、床材、舗装材、接着剤、封止材、ローラ等の様々な
産業機器の構成部材として使用されている。
【０００３】
　ポリウレタンエラストマーは、使用するポリオール成分により分類され、ポリエーテル
系、ポリエステル系、ポリカプロラクトン系、ポリカーボネート系等がある。これらのポ
リオールとしてはポリエーテル系ではポリテトラメチレンエーテルグリコール（ＰＴＭＧ
）、ポリエステル系では１，４－ブタンジオールアジペート、ポリラクトン系ではポリカ
プロラクトン等の数平均分子量が５００～５０００程度のもの等が汎用的に用いられ、ポ
リウレタンエラストマーの物性はポリオールの組成及び構造的特徴に依存する部分が大き
く、物性に応じた様々な用途に用いられている。例えば、コハク酸系のポリエステルポリ
オールを用いたポリウレタンエラストマーは耐溶剤性に優れていることから、印刷機用ポ
リウレタンローラとして広く用いられるている（特許文献１）。
【０００４】
　近年、環境衛生などの観点から、油性インクに代わり水性インクが用いられつつある。
しかしながら、コハク酸系ポリエステルポリオールを用いたポリウレタンエラストマーは
、耐溶剤性に優れているものの、耐水性、耐加水分解性に劣るため、水性インクを用いる
ような用途では長期にわたって使用することができない。また、現在多く用いられる水性
インクは、グリコールエーテル等の水溶性溶剤を含有するものがあり、印刷機用ポリウレ
タンローラとしては、水性インク用であっても、耐水性と共に耐溶剤性が求められている
ように、耐溶剤性と耐水性を兼ね備えたポリウレタンエラストマーが求められている。
【０００５】
　コハク酸系ポリエステルポリオールを用いたポリウレタンエラストマー以外で耐溶剤性
に優れるものとして、ポリカーボネート系ポリオールを使用したポリウレタンエラストマ
ーが挙げられる（特許文献２）。このものは、耐溶剤性、耐水性、さらには耐アルカリ性
にも優れ、例えば上記の水性インクを用いるような用途でも使用可能とされる。しかしポ
リカーボネートポリオールは一般に高価であることから汎用品や消耗品の類に用いるのは
難しく、また、常温で固体であったり粘度が非常に高いという欠点もある。
【０００６】
　一方、硬質ウレタンフォームの分野では、特に芳香族系の多塩基酸とアルコール成分及
び炭素数８～３０の脂肪酸又はそれらを成分とする油脂又は脂肪酸化合物と反応させるこ
とで、低粘度でフロンの溶解性の高いポリエステルポリオール組成物が提案されている（
特許文献３）。しかしながらこのものを用いたポリウレタンエラストマー及びその耐水性
に与える影響等についての検討はされていない。
【特許文献１】特開平５－３０１３３５号公報
【特許文献２】特開２００４－２１７８４４号公報
【特許文献３】特許第３１９７５０８号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明の目的は、安価で汎用用途に用いることのできる、耐溶剤性及び耐
水性に優れたポリウレタンエラストマーの原料として有用な特定のポリエステルポリオー
ル及び当該ポリエステルポリオールを用いたポリウレタンエラストマーを提供することに
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　これらの目的を達成すべく、発明者は鋭意検討した結果、特定の構造的特徴をもつポリ
エステルポリオールをポリウレタンエラストマーの原料として用いることにより、上記課
題を解決できるとの知見を得て、本発明を完成するに至った。即ち、カルボン酸成分とし
てコハク酸及び／又はアジピン酸を用い、アルコール成分として数平均分子量４００以下
のモノ又はポリオキシアルキレングリコールを用いたポリエステルポリオールにおいて、
さらにヒマシ油を併用することにより、耐溶剤性を維持しつつ耐水性を付与できることを
見いだし、本発明を完成させた。
【０００９】
　即ち、本発明は、以下を特徴とする要旨を有するものである。
（１）　ポリウレタンエラストマー用のポリエステルポリオールであって、カルボン酸成
分としてコハク酸を用い、アルコール成分として数平均分子量４００以下のモノ又はポリ
オキシアルキレングリコールを用いて、ヒマシ油と共にこれらを脱水縮合させて得られる
ポリエステルポリオールにおいて、当該ポリエステルポリオールの水酸基価が２０～２０
０ｍｇＫＯＨ／ｇであり、ヒマシ油の使用量が得られるポリエステルポリオールに対して
１０～６０重量％であることを特徴とするポリエステルポリオール。
（２）　数平均分子量４００以下のモノ又はポリオキシアルキレングリコールが、ジエチ
レングリコール及び／又はトリエチレングリコールであることを特徴とする（１）に記載
のポリエステルポリオール。
（３）　少なくともポリイソシアネート、ポリオール及び架橋剤を反応させて得られるポ
リウレタンエラストマーであって、ポリオールの少なくとも一部として（１）又は（２）
に記載のポリエステルポリオールを用いることを特徴とするポリウレタンエラストマー。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、耐溶剤性と耐水性に優れたポリウレタンエラストマー用のポリエステル
ポリオールを提供することができる。また、本発明のポリエステルポリオールは耐水性に
優れた材料として、塗料、接着剤、可塑剤等の分野においても用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明について詳細に説明する。本発明のポリエステルポリオールは、カルボン
酸成分としてコハク酸及び／又はアジピン酸を用い、アルコール成分として数平均分子量
４００以下のモノ又はポリオキシアルキレングリコールを用い、さらにヒマシ油をこれら
と共に脱水縮合させて得られるポリエステルポリオールである。
【００１２】
　本発明において、ポリエステルポリオールを構成するカルボン酸成分として、コハク酸
及び／又はアジピン酸を用いる。これら以外に併用できるカルボン酸としては、酢酸、シ
ュウ酸、マロン酸、グルタル酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸、デカンジカル
ボン酸、フマル酸、マレイン酸、リンゴ酸、クエン酸、ヘキサヒドロフタル酸等の脂肪族
又は脂環族カルボン酸、安息香酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、トリメリッ
ト酸、ピロメリット酸等の芳香族カルボン酸が挙げられる。
　耐溶剤性向上の観点から、コハク酸及び／又はアジピン酸は、カルボン酸成分の主成分
として５０ｍｏｌ％以上、好ましくは６０ｍｏｌ％以上用いる。特に、カルボン酸成分の
全量をコハク酸及び／又はアジピン酸とするのが好ましく、カルボン酸成分の全量をコハ
ク酸とするのが最も好ましい。それぞれのカルボン酸は、無水物やメチルエステル等のエ
ステル誘導体を用いても良い。
【００１３】
　本発明において、ポリエステルポリオールを構成するアルコール成分として、数平均分
子量４００以下のモノ又はポリオキシアルキレングリコールを用いる。具体的には、ジエ
チレングリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレン
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グリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、ポリプロピレングリ
コール、ジブチレングリコール、ポリブチレングリコール等が挙げられる。これらは単独
で用いても２種類以上を併用しても良く、市販されているポリエチレングリコール４００
のような、各種分子量の混合物を用いても良い。ポリオキシアルキレングリコールの数平
均分子量が４００を超える場合、ポリエステルポリオールを構成するカルボン酸ユニット
の含有量が減り物性の低下を招くため好ましくない。
【００１４】
　これら以外に併用できるアルコール成分としては、１，３－ブタンジオール、１，４－
ブタンジオール、２－メチル－１，３－プロパンジオール、１，５－ペンタンジオール、
３－メチル－１，５－ペンタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、ネオペンチルグリ
コール、シクロヘキサンジオール、シクロヘキサンジメタノール、ブタノール、ヘキサノ
ール、オクタノール、２－エチルヘキサノール、ノナノール、イソノナノール、グリセリ
ン、トリメチロールプロパン、ジグリセリン、ペンタエリスリトール、エリスリトール、
ソルビトール、ショ糖のような脂肪族又は脂環族アルコール、ベンジルアルコール、２－
フェノキシエタノールのような芳香族アルコール、フェノールのようなフェノール類、ポ
リエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリオキシエチレン／オキシプロピ
レン共重合ポリオール、ポリテトラメチレンエーテルグリコール等の長鎖ポリオール等が
挙げられる。耐溶剤性を向上させる観点から、平均分子量４００以下のモノ又はポリオキ
シアルキレングリコールは、アルコール成分の主成分として５０ｍｏｌ％以上、好ましく
は６０ｍｏｌ％以上用いる。特に、アルコール成分の全量をジエチレングリコール及び／
又はトリエチレングリコールとすることが最も好ましい。
【００１５】
　本発明で用いるヒマシ油の使用量は、得られるポリエステルポリオールに対して１０～
６０重量％である。ヒマシ油の使用量が１０重量％以下ではポリウレタンエラストマーの
耐水性を向上させる効果が小さく、逆に６０重量％を超えるとポリウレタンエラストマー
の耐溶剤性が悪化するとともに機械的強度が低下するために好ましくない。好ましいヒマ
シ油の使用量は得られるポリエステルポリオールに対して１５～５５重量％、さらに好ま
しくは２０～５０重量％である。
【００１６】
　本発明のポリエステルポリオールの水酸基価は、２０～２００ｍｇＫＯＨ／ｇの範囲で
あり、好ましくは２５～１９０ｍｇＫＯＨ／ｇ、さらに好ましくは３０～１８０ｍｇＫＯ
Ｈ／ｇの範囲である。水酸基価が２０ｍｇＫＯＨ／ｇより小さいと合成が難しくなること
や、粘度が上昇し取り扱いが困難になる可能性があり、一方、２００ｍｇＫＯＨ／ｇより
大きいと未反応のアルコール成分が多い分子量分布となり、ポリウレタンエラストマーの
柔軟性、脆性等の物性を低下させる恐れがあるため好ましくない。
【００１７】
　本発明のポリエステルポリオールの平均官能基数は、通常、１．５～４．０の範囲であ
る。好ましくは１．８～３．５の範囲である。平均官能基数が１．５より小さいと得られ
るポリウレタンエラストマーの機械的強度が低下する可能性がある。一方、３．５より大
きいとポリエステルポリオールの粘度が上昇し、取り扱いが困難になる可能性がある。尚
、平均官能基数は原料の仕込モル比により計算することができるが、便宜上、本発明では
ヒマシ油の平均官能基数を３．０として計算した。
【００１８】
　本発明のポリエステルポリオールの合成においては通常、エステル化触媒を使用する。
エステル化触媒には一般に酸触媒が用いられることが多く、ルイス酸には例えば、テトラ
イソプロピルチタネート、テトラ－ｎ－ブチルチタネート等のオルトチタン酸エステルや
ジエチル錫オキシド、ジブチル錫オキシド等の錫系化合物や酸化亜鉛等の金属化合物が用
いられる。また、ルイス酸の他にはパラトルエンスルホン酸等のブレンステッド酸を用い
ることもできる。
【００１９】
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　本発明のポリエステルポリオールの合成に用いる触媒は、ウレタン化反応の反応挙動に
影響を及ぼさない方が望ましい。そのため、上記のエステル化触媒の中では、オルトチタ
ン酸エステルが好ましく、その使用量は原料に用いるカルボン酸成分とアルコール成分の
合計に対して通常、０．１重量％以下、好ましくは０．０５重量％以下で通常、０．００
１重量％以上、好ましくは０．００３重量％以上である。場合によっては、これらのエス
テル化触媒を用いないで反応してもよく、反応後に失活処理を施したり、精製等で取り除
いてもよい。
【００２０】
　本発明のポリエステルポリオールの製造には、一般的なポリエステルポリオールの製造
装置と反応方法を適用することができる。反応の終点は通常、用いたカルボン酸成分の未
反応カルボキシル基の量で決定する。ポリウレタンエラストマーに酸分が存在すると、耐
加水分解性が低下する場合がある。従って、ポリエステルポリオールについても未反応カ
ルボキシル基の量、即ち酸価は出来るだけ低い方が好ましい。従って、本発明のポリエス
テルポリオールの酸価は、通常、３ｍｇＫＯＨ／ｇ以下、好ましくは２ｍｇＫＯＨ／ｇ以
下、さらに好ましくは１ｍｇＫＯＨ／ｇ以下である。下限は特にないが、反応条件や反応
時間からすれば、０．１ｍｇＫＯＨ／ｇである。
【００２１】
　ポリウレタンエラストマーの一般的な製造方法としては、ワンショット法、プレポリマ
ー法等が挙げられる。ワンショット法はポリイソシアネート成分、ポリオール成分及び必
要に応じて架橋剤やその他助剤を同時に反応させてポリウレタンエラストマーを得る方法
であり、プレポリマー法はポリイソシアネート成分、ポリオール成分及び必要に応じてそ
の他助剤を反応させてイソシアネートプレポリマーを製造し、次いで架橋剤及び必要に応
じてその他の助剤をさらに反応させ、高分子量のポリウレタンエラストマーを得る方法で
ある。本発明のポリウレタンエラストマーの製造方法としては、安定した物理特性をもっ
たポリウレタンエラストマーを製造する目的ではプレポリマー法が好ましい。
【００２２】
 　ポリイソシアネートとしては、１分子中にイソシアネート基を２個以上有する有機化
合物であれば特に限定されるものではない。例えば、ヘキサメチレンジイソシアネート等
の脂肪族、イソホロンジイソシアネート、水素添加ジフェニルメタンジイソシアネート、
水素添加トリレンジイソシアネート等の脂環族イソシアネート及びキシリレンジイソシア
ネート、トリレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシアネート、フェニレンジ
イソシアネート、ポリフェニレンポリメチレンポリイソシアネート等の芳香族系ポリイソ
シアネート、またはこれらの変性物等が挙げられる。さらにこれらのポリイソシアネート
のカルボジイミド変性物やウレタン変性物等も包含される。好ましいポリイソシアネート
としては、ジフェニルメタンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイソシアネートである
。
【００２３】
　ポリオールとしては、少なくとも上記の本発明のポリエステルポリオールを使用する。
さらに併用できるポリオールとしては、ポリプロピレングリコール（ＰＰＧ）やポリテト
ラメチレンエーテルグリコール（ＰＴＭＧ）のようなポリエーテル系ポリオール、アジピ
ン酸エステルのようなポリエステル系ポリオール、ポリカプロラクトンのようなポリラク
トン系ポリオール、ポリカーボネート系ポリオール等が挙げられる。これらは数平均分子
量５００～５０００程度のものが好適に使用できる。本発明のポリエステルポリオールと
併用する場合には、その他のポリオールの使用量は全ポリオールの割合の５０重量％以下
とすることが望ましく、全量を本発明のポリエステルポリオールとすることが最も望まし
い。
【００２４】
　架橋剤としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、１，４－ブタンジオー
ル、プロピレングリコール及びグリセリン等のアルコールや、ジエタノールアミン、トリ
エタノールアミン等のアルカノールアミン等、活性水素を１分子中に２個以上有する化合
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物が用いられる。好ましい架橋剤としては、エチレングリコール、１，４－ブタンジオー
ルが挙げられる。
【００２５】
 　本発明のポリウレタンエラストマーには、必要に応じてその他助剤を用いる。その他
助剤の使用目的は主にウレタン化反応を促進、あるいは減速させるための触媒、反応性調
整剤や、ポリウレタンエラストマーの物性を調整するための可塑剤、充填材、酸化防止剤
、脱泡剤、界面活性剤等である。これらの添加剤、助剤については、特に限定されるもの
ではなく、通常のポリウレタンエラストマーにおいて物性向上や操作性向上等の目的で用
いられるもので、本発明の効果が得られる範囲内において使用してもよい。
【００２６】
 　以下に、実施例により本発明の具体的態様をさらに詳細に説明するが、本発明はその
要旨を超えない限り、これらの実施例によって限定されるものではない。
【実施例】
【００２７】
＜ポリオールの合成＞
　「ポリオール－１～５」は、表１に記載したカルボン酸及びアルコールを用いて公知の
ポリエステルポリオールの合成法に沿って合成した。また、「ポリオール－６」として、
ヒマシ油（和光純薬株式会社製　特級試薬）を用いた。尚、表中ではジエチレングリコー
ルを「ＤＥＧ」、トリエチレングリコールを「ＴＥＧ」と略記した。なお、カルボン酸成
分及びアルコール成分の量は、表１に記載した酸価、水酸基価のポリエステルポリオール
となる組成比とした。
【００２８】
「ポリオール－１～５」の酸価、水酸基価及び粘度は以下の方法で測定し、結果を表１に
記載した。
（１）酸価：ＪＩＳ　Ｋ１５５７1970に準拠して測定した。
（２）水酸基価：ＪＩＳ　Ｋ１５５７1970に準拠して測定した。
（３）粘度：ＪＩＳ　Ｋ１５５７1970に準拠して測定した。（２５℃）
（４）平均官能基数：仕込組成比より計算で求めた。尚、ヒマシ油の平均官能基数を３．
０とした。
（５）数平均分子量：ＪＩＳ　Ｋ１６０１1982に準拠して求めた。
【００２９】
【表１】

【００３０】
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＜イソシアネートプレポリマーの合成＞
　イソシアネートプレポリマーの合成には以下の原料と反応性調整剤を使用した。
（１）ポリオール－１～６：前記のポリオール
（２）ポリイソシアネート：ジフェニルメタンジイソシアネート（日本ポリウレタン工業
株式会社製「ミリオネートＭＴ」　）
（３）反応性調整剤：リン酸エステル（城北化学株式会社製「ＪＰ－５０８」）
【００３１】
上記の原料及び反応性調整剤を用いてイソシアネートプレポリマー「プレポリマー－１～
６」を以下の方法に沿って合成した。尚、ポリオール／ポリイソシアネートのモル比は、
１／３とした。
【００３２】
＜イソシアネートプレポリマーの合成方法＞
攪拌機、温度計、圧力計、オイルバスなどを装備した、容積が１リットルのガラス製反応
器に、ポリオール、ポリイソシアネート、反応性調整剤を表２に記載の配合比に応じて仕
込み、系内を減圧して脱泡を行った。その後、反応器の空間部を窒素ガス置換した後、常
圧にて反応器の加熱を開始した。内温が８０℃に達した時点を反応開始として、反応開始
から３０分毎に系内を減圧して脱泡しながら２時間反応させた。ここで得られたイソシア
ネートプレポリマーを「プレポリマー－１～６」として、表２に記載した。
【００３３】
イソシアネートプレポリマーの％ＮＣＯ（末端イソシアネート基濃度）は、溶媒にジメチ
ルホルムアミドを用い、ＪＩＳ　Ｋ１５５６1968に準拠して測定し、結果を表２に記載し
た。
【００３４】
【表２】

【００３５】
＜ポリウレタンエラストマーの合成＞
　ポリウレタンエラストマーの合成には以下のプレポリマーと架橋剤を使用した。
　（１）プレポリマー：プレポリマー－１～６
　（２）架橋剤：１，４－ブタンジオール（和光純薬株式会社製　特級試薬）
【００３６】
ポリウレタンエラストマーのシートを下記の成型方法で成型した。
【００３７】
＜成型方法＞
　８０℃に予熱したプレポリマーをＳＵＳ製反応器に所定量計り採り、所定量の架橋剤を
シリンジで加えた後に直ちに真空攪拌装置にセットして減圧下、脱泡しつつ３０秒攪拌を
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リマーを流し込み、１２０℃のオーブンで１昼夜加熱硬化させた。その後、ポリウレタン
エラストマーのシートを脱型し、２日間以上室内に保管した後に当該ポリウレタンエラス
トマーのシートの物性評価を行った。尚、プレポリマーと架橋剤の配合比は、イソシアネ
ートインデックス（ＮＣＯ基／ＯＨ基のモル比）で１．０５とした。
【００３８】
ポリウレタンエラストマーのシート成形の金型及び離型剤には下記のものを使用した。
（１）金型：アルミ製　内寸　２００ｍｍ×２００ｍｍ×２ｍｍ
（２）離型剤：フッ素系離型剤スプレー（ダイキン工業株式会社製「ダイフリー　ＧＡ－
６０１０」）
【００３９】
＜評価方法＞
　得られたポリウレタンエラストマーの評価試験は、下記の方法で行い、ポリウレタンエ
ラストマーの機械的強度を表３に、耐水性及び耐溶剤性の評価結果を表４～７に記載した
。
【００４０】
 （１）機械的強度試験
 　ポリウレタンエラストマーの機械的強度はＪＩＳ　Ａ７３１１1995に準拠して測定し
、ポリウレタンエラストマーの硬度はＪＩＳ　Ｋ７１１1995に準拠して測定しその結果を
表３に記載した。尚、引張試験片及び引裂試験片は以下のものを使用し、１００％、２０
０％、３００％の各モジュラスは表中でぞれぞれ、１００％Ｍ、２００％Ｍ、３００％Ｍ
と略記した。
　引張試験片　：　ＪＩＳ　Ｋ７１１３　２号
　引裂試験片　：　ＪＩＳ　Ｋ７３１１　３号
【００４１】
（２）耐水性試験
　機械強度測定用の試験片を水（６０℃）に１週間浸漬した後、試験片の重量変化と上記
（１）の機械的強度試験による試験結果の変化を測定した。試験片の浸漬前後の重量変化
（膨潤量の指標）と元の機械的強度がどの程度失われたかを耐水性の評価結果とした。そ
の評価結果は、浸漬前の試験片の重量と機械的強度試験値（破断強度、破断伸び、１００
％モジュラス、２００％モジュラス、３００％モジュラス、弾性率、引裂強度）に対する
浸漬後のこれらの値の比率（％）で表４に記載した。
【００４２】
（３）耐溶剤性試験
機械的強度測定用の試験片を（ア）トルエン、（イ）酢酸エチル、（ウ）イソプロピルア
ルコールにそれぞれ２０℃の条件で１週間浸漬した。その後、試験片を取り出し、試験片
の重量変化と上記（１）の機械的強度試験による試験結果の変化を測定した。試験片の浸
漬前後の重量変化（膨潤の指標）と元の機械的強度がどの程度失われたかを耐溶剤性の試
験結果とした。その評価結果は、浸漬前の試験片の重量と機械的強度試験値（破断強度、
破断伸び、１００％モジュラス、２００％モジュラス、３００％モジュラス、弾性率、引
裂強度）に対する浸漬後のこれらの値の比率（％）で表５～表７に記載した。
【００４３】
　表４～７において、引張試験結果（破断強度、破断伸び、１００％モジュラス、２００
％モジュラス、３００％モジュラス及び弾性率）と引裂試験結果（引裂強度）の値（浸漬
前の試験片の値に対する比率）の算術平均を強度平均値として記載し、機械的強度の低下
の指標とした。
【００４４】
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【表３】

【００４５】

【表４】

【００４６】
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【表５】

【００４７】

【表６】

【００４８】
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【表７】

【００４９】
表３より次のことが明らかである。即ち、ポリウレタンエラストマーの機械的強度評価（
破断強度、破断伸び、１００％モジュラス、２００％モジュラス、３００％モジュラス、
弾性率及び引裂強度）において、本発明のポリエステルポリオールを用いた実施例１～３
の場合、通常のコハク酸系ポリエステルポリオールであるポリオール－４を用いた比較例
１に比べ若干は劣るものの、その物性を大きく損なうものではない。しかしながらヒマシ
油の配合量が多いポリオール－５を用いた比較例２や、ヒマシ油そのものを用いた比較例
３と比べ明らかに物性が向上している。
【００５０】
表４より次のことが明らかである。即ち、ポリウレタンエラストマーの耐水性評価におい
て、本発明のポリエステルポリオールを用いた実施例１～３の場合、水（６０℃）に浸漬
後の強度平均値や重量変化が、通常のコハク酸系ポリエステルポリオールを用いた比較例
１よりも改善している。
【００５１】
　また、表５～７より次のことが明らかである。即ち、ポリウレタンエラストマーの耐溶
剤性評価において、本発明のポリエステルポリオールを用いた実施例１～３の場合、通常
のコハク酸系ポリエステルポリオールであるポリオール－４を用いた比較例１に比べ若干
は劣るものの、その物性を大きく損なうものではない。しかしながらヒマシ油の配合量が
多いポリオール－５を用いた比較例２や、ヒマシ油そのものを用いた比較例３と比べ明ら
かに物性が向上している。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明によれば、耐溶剤性と耐水性に優れたポリウレタンエラストマーを提供すること
ができる。
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